
羅

墓

波
斯
「
エ
ズ
ド
」
に
於
け
ろ
拝
火
教
の
現
況

足

利

享

氏

　、

р
ﾍ
、
昭
和
九
加
＋
・
九
一
月
よ
り
昭
和
十
年
押
回
周
〃
末
日
【
に
試
出
る
迄
、

約
＋
ヶ
月
間
，
當
時
の
波
斯
帝
國
、
今
日
の
「
イ
ラ
ー
ン
」
帝
國
の

首
都
「
テ
ヘ
ラ
ー
ン
」
市
に
房
往
し
、
こ
こ
を
中
心
と
し
て
、
．
帝

國
の
領
土
に
於
い
て
、
史
年
上
・
宗
教
學
・
乃
至
土
俗
掌
上
、
最
も

著
明
な
る
地
黒
を
親
察
す
る
こ
と
を
得
た
。
時
恰
も
、
昭
和
九
年

秋
＋
月
、
大
叙
事
詩
「
シ
ャ
フ
サ
ー
メ
」
（
王
家
の
歴
史
）
の
創
作

者
で
あ
り
、
叉
近
代
波
要
語
の
組
と
云
は
る
・
、
世
界
的
大
詩
入

「
フ
ェ
ル
ド
ウ
シ
イ
」
の
一
千
年
祭
祭
典
が
「
テ
ヘ
ラ
ー
ン
」
市
に
畢

行
せ
ら
れ
し
に
馨
り
、
帝
國
政
府
は
冬
國
の
墨
者
を
招
待
し
、
私

も
亦
、
日
本
政
麿
を
代
表
し
て
、
こ
の
千
載
一
遇
の
祭
典
に
参
列

　
　
　
　
　
波
斯
「
エ
ズ
ド
し
に
於
け
る
拝
火
敏
の
現
況

し
た
。
式
後
、
詩
人
の
生
地
な
る
「
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
」
州
「
ッ
ス
」

（、

ﾑ
諺
）
に
於
け
る
　
皇
帝
親
・
修
の
紀
念
碑
除
幕
式
に
参
列
し
訪
り

て
、
首
府
「
テ
ヘ
ラ
ー
ン
」
に
還
り
、
殆
ん
ど
休
息
す
る
暇
も
な

く
、
帝
國
の
西
方
「
ア
ゼ
ル
バ
イ
ヂ
ャ
ン
」
（
》
N
豊
）
且
舞
）
に
向
っ

て
見
隠
の
途
に
上
り
、
そ
の
族
行
よ
り
首
都
に
還
っ
て
後
、
「
イ

ラ
ー
ン
」
高
原
が
漸
く
雨
季
に
近
づ
き
、
國
内
の
族
行
が
非
常
に

困
難
な
ら
む
こ
と
を
憂
慮
し
、
雨
季
に
入
る
に
先
立
ち
、
急
に
帝

國
の
南
方
地
域
に
向
ひ
、
首
都
を
出
前
し
た
。

　
此
の
族
行
計
劃
の
動
機
は
、
第
一
に
、
近
代
波
斯
に
於
け
る
、

「
イ
ス
ラ
ム
」
文
化
の
最
高
潮
に
蓬
し
た
時
代
、
帥
ち
、
西
暦
紀
元

　
　
　
　
　
策
二
十
一
巻
　
　
第
三
號
　
　
　
山
回
ご
丁
九

（193）



　
　
　
　
　
波
欺
「
エ
ズ
ド
」
に
於
け
る
十
二
教
の
現
況

一
千
五
百
九
十
一
年
か
ら
憎
千
七
百
三
十
六
年
に
亙
り
て
帝
國
に

鴛
暮
し
た
「
サ
フ
ァ
軍
イ
」
（
O
Q
p
嬰
ご
王
朝
の
英
主
、
「
ア
バ
！
ス
」

（
諺
げ
㌶
。
。
）
大
帝
の
帝
都
た
り
し
「
イ
ス
パ
ハ
ン
し
（
宙
）
替
影
）
市
に

認
り
、
「
ア
バ
ー
ス
」
大
帝
の
三
代
か
ら
犀
鳥
し
塗
り
た
る
美
術
・
工

藝
・
宗
教
・
産
業
の
下
士
を
見
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
第
二
に
は
、
此

の
蔭
都
を
更
に
南
下
し
て
、
今
日
の
「
Z
．
ル
シ
ス
タ
ン
」
（
国
琶
。
。
、

9
つ
）
、
郎
ち
、
波
刺
斯
の
邦
に
趣
き
、
古
代
歴
史
家
の
「
ペ
サ
ル

ガ
ダ
」
（
℃
。
。
。
霧
σ
q
p
留
「
古
代
波
斯
語
口
誠
用
量
5
餅
舞
）
、
今
日
で
ほ

「
ポ
ル
ザ
ァ
ー
ル
」
河
（
零
門
ノ
愛
）
の
岸
に
近
き
「
モ
ル
ガ
ー
ブ
」

（
竃
霞
σ
q
鼠
σ
）
の
地
に
眠
っ
て
居
る
波
斯
帝
國
「
ア
ヶ
メ
ニ
ー
ド
」

王
朝
（
諺
。
｝
6
Φ
彰
霧
①
ω
．
古
代
波
斯
語
出
田
・
昌
営
毬
藪
膨
）
の
始
組
、

キ
ュ
ロ
ス
（
O
k
讐
q
・
冒
古
代
波
半
語
囚
渓
声
）
の
英
魂
を
弔
ひ
、
次

に
、
西
暦
紀
元
蔚
、
第
六
世
紀
よ
り
第
五
世
紀
に
亙
り
て
、
西
は

希
糠
・
埃
及
か
ら
、
東
は
印
度
に
至
る
有
史
．
以
來
の
大
帝
國
を
建

設
し
た
同
王
朝
の
大
英
主
…
、
ダ
リ
ウ
ス
L
一
世
（
U
母
寡
周
．
古
代

波
斯
語
d
饗
簿
廊
く
巴
≡
恥
U
旨
3
、
聖
・
欝
）
の
都
せ
し
「
ペ
ル
セ
ポ

リ
ス
」
（
娼
Φ
翫
。
弓
。
房
）
、
今
日
で
云
ふ
「
タ
フ
テ
、
・
ヂ
ャ
ム
シ
ッ
ド
」

（
♂
曇
出
§
警
傷
）
の
遣
嘘
を
尋
ね
、
又
同
地
よ
の
程
遠
か
ら
ぬ

　
　
　
　
　
第
二
十
…
巻
　
　
第
一
…
號
　
　
　
山
ハ
圃
門
○

「
ナ
ク
シ
ェ
ロ
ス
タ
ム
」
（
乞
P
ρ
出
向
夘
慣
上
巴
昌
）
に
「
ダ
リ
ウ
ス
」
一
世

以
下
三
代
の
帝
王
の
墓
陵
と
、
薩
珊
王
朝
（
Q
Q
9
・
湊
霧
剤
ρ
中
世
波

膏
血
即
Q
な
留
訓
澤
）
の
噛
央
主
、
「
シ
ャ
ブ
～
ル
」
「
世
（
O
Q
避
）
O
磐
　
中
世
隔
波

斯
勘
注
9
三
肖
王
子
の
義
）
が
戴
立
の
羅
馬
皇
帝
「
ヴ
ァ
レ
リ
ア

ン
」
（
＜
鉱
質
霞
西
暦
紀
元
二
五
三
－
二
五
九
年
）
を
膨
に
し
、

彼
を
し
て
馬
薗
の
厨
役
を
掌
ら
し
め
て
み
る
彫
刻
の
遣
っ
て
み
る

の
を
見
た
。
第
三
に
は
、
更
に
南
嘉
し
て
、
「
シ
ラ
ー
ズ
」
（
醗
鍋
N
）

の
町
に
向
つ
た
が
、
同
地
は
波
斯
文
墨
史
上
．
珠
玉
と
謂
は
れ
て

る
る
、
「
サ
ア
デ
ィ
」
（
ω
器
臼
）
、
「
ハ
…
フ
ェ
ズ
」
（
属
蹴
o
N
）
の
生

れ
、
又
そ
の
墳
墓
の
地
で
あ
る
が
、
流
石
、
「
シ
ラ
ー
ズ
」
の
町
は

南
右
巻
分
豊
か
で
、
叙
情
詩
の
貫
入
の
畠
た
の
に
相
知
し
い
所
で

あ
っ
九
〇
第
四
に
は
、
以
上
の
槻
光
探
風
の
族
行
を
な
し
た
地
鮎

か
ら
見
れ
ば
、
廻
り
路
で
旋
行
上
の
不
便
が
少
く
な
い
が
、
中
部

「
イ
ラ
ー
ン
」
の
「
エ
ズ
ド
」
（
く
O
N
◎
）
に
向
ひ
、
同
地
方
に
今
日

に
於
い
て
、
已
に
縄
滅
に
瀕
し
つ
つ
あ
る
「
ゾ
ロ
ア
ス
タ
i
」
教
、

即
ち
「
ザ
ラ
ス
シ
ュ
ト
ラ
」
（
N
鋤
四
，
鋤
Φ
瓢
砿
け
一
、
勉
）
が
建
・
射
し
た
、
或
ひ
は

改
革
し
た
と
云
は
れ
て
る
る
古
代
「
イ
ラ
4
ン
」
民
族
の
宗
教
の
規

定
し
た
風
習
制
度
が
、
今
碕
ほ
存
在
し
て
み
る
の
を
見
た
の
で
あ

（’　194　）



る
σ

、
昭
和
九
年
十
一
月
六
日
、
、
早
朝
、
「
テ
ヘ
ラ
ー
ン
」
を
出
嚢
し

て
、
南
方
．
に
向
ひ
，
「
コ
ム
」
（
O
毎
⇒
）
の
町
に
入
っ
た
。
第
八
の

｛ま

C
マ
．
ム
」
（
H
ぎ
嘗
μ
）
な
る
「
イ
マ
ム
・
レ
ヅ
」
（
H
暴
紅
樹
§
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
　
　
ス
　
　
ヂ
　
　
ツ
　
　
ら
ロ

重
な
る
「
フ
ァ
テ
マ
」
（
聴
骨
§
6
）
を
祭
る
金
色
の
週
刊
寺
院
が
あ

り
、
波
斯
の
測
教
徒
の
聖
地
で
、
か
の
「
イ
マ
ム
・
レ
ザ
」
を
祭
る

「
ネ
ラ
ー
サ
ー
ン
」
の
「
，
メ
シ
ェ
ッ
ド
」
と
共
に
常
に
巡
強
者
が
集

る
虚
で
あ
る
。
「
コ
ム
」
を
過
ぎ
、
｛
、
カ
ー
シ
ャ
ン
L
（
麟
停
留
）
に
至

る
。
同
地
は
古
い
町
で
、
花
模
襟
の
美
し
い
絨
鍛
、
香
遺
棄
郁
た

　
ゴ
　
ラ
　
ヒ
　
ブ

る
薔
薇
水
（
㈹
三
讐
）
、
及
び
波
斯
陶
器
を
産
出
す
る
静
か
な
町
で

あ
る
。
「
イ
ス
パ
ハ
ン
」
に
入
る
。
町
は
古
人
の
「
ア
ス
パ
ダ
ー
ナ
」

（
》
の
叙
勲
話
）
と
云
ふ
「
馬
の
繋
高
所
」
の
意
味
を
持
つ
が
、
一
見

古
い
文
化
を
底
深
く
潜
め
て
み
る
こ
と
を
感
ぜ
し
め
た
。
晩
秋
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ス
ブ
ヅ
ド
　
イ
の
シ
ヤ
ア

は
云
へ
線
未
だ
落
ち
ざ
る
並
樹
、
王
立
の
寺
院
（
巳
①
。
・
ま
÷
協
鈴
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ナ
レ
ッ
ト

を
始
め
諸
々
の
大
寺
院
の
擬
丘
珠
形
の
圓
屋
根
、
高
い
尖
塔
等
各

所
に
聾
え
、
青
室
に
澄
み
渡
る
秋
陽
の
光
に
照
り
輝
く
襟
は
、
流

石
に
宗
敏
の
都
で
あ
る
こ
と
を
頷
せ
た
。
此
の
町
の
見
墨
は
、
族

行
の
都
合
転
注
途
に
譲
っ
て
一
丁
泊
の
後
、
「
イ
ス
パ
ハ
ン
」
よ
り

　
　
　
　
　
波
斯
「
エ
ズ
ド
」
に
於
け
る
丼
火
教
の
現
況

途
を
左
に
取
り
、
東
に
向
つ
た
。
7
ス
パ
ハ
ン
」
よ
り
百
五
＋
粁

（
邦
里
三
＋
七
里
）
を
距
て
、
「
ナ
イ
ン
」
（
窯
。
・
ε
の
小
邑
が
あ

る
．
嘉
、
ナ
イ
ン
」
に
到
着
す
る
以
前
、
約
三
＋
粁
の
所
か
ら
の
山
野
の

風
景
は
、
中
部
「
，
イ
ラ
ー
ン
」
歯
苔
の
荒
漠
無
賃
な
る
様
を
呈
し
、

山
色
地
相
の
美
し
き
こ
と
雷
語
を
絶
す
る
程
で
、
人
を
し
て
漸
く

「
二
藍
エ
ズ
ド
」
に
近
づ
き
し
感
を
起
さ
し
め
九
。
「
ナ
イ
ン
」
の
小

邑
か
ら
「
エ
ズ
ド
」
の
町
は
二
百
粁
（
邦
里
心
＋
里
）
の
距
離
に
在

る
。
其
の
途
中
に
は
「
ア
ク
グ
」
（
〉
ρ
〔
㌶
）
「
ア
ル
ヂ
ャ
ナ
ン
」
（
》
￥

誉
磐
）
の
小
村
落
が
あ
る
の
み
で
、
其
の
外
は
全
く
心
入
の
境

で
、
叉
喬
木
灌
木
何
れ
も
な
く
、
車
は
唯
坦
々
た
る
沙
漠
を
疾
走

す
る
の
み
で
あ
る
。
霜
を
置
い
た
や
う
な
鱒
を
吹
出
し
た
沙
上
の

彼
方
に
、
鑑
か
に
直
ゆ
る
「
エ
ズ
ド
」
の
山
は
、
蜜
氣
穣
な
す
雲
暦

の
海
に
浮
び
患
で
、
夕
陽
に
映
り
添
う
て
み
る
が
、
少
し
も
山
容

が
憂
化
し
な
い
。
無
人
の
境
、
静
爾
の
域
に
在
っ
て
、
此
の
奇
異

な
る
自
然
の
光
景
を
目
撃
し
た
考
は
、
｝
種
の
鰻
感
に
打
た
れ
ざ

る
を
得
な
い
次
第
で
あ
る
ゆ
夕
方
、
午
後
五
時
頃
、
漸
く
「
エ
ズ

ド
」
の
町
に
入
り
、
族
館
と
は
名
の
み
の
騨
舎
に
宿
っ
た
。

　
「
，
エ
ズ
ド
」
の
町
は
人
口
四
五
萬
も
あ
り
、
中
部
「
イ
ラ
！
ン
」
で

　
　
　
　
　
第
二
十
一
魯
　
　
第
三
號
　
　
　
山
ハ
四
「
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披
斯
「
エ
ズ
ド
」
に
餐
け
ろ
舞
火
激
の
現
況
’

は
先
づ
相
當
な
町
で
あ
る
。
工
業
地
と
し
て
は
絹
の
産
地
で
有
名

で
あ
る
。
叉
交
漣
の
要
地
に
な
っ
て
み
る
。
師
ち
、
北
方
「
テ
ヘ

ラ
ー
ン
」
廊
廟
、
西
方
「
ハ
マ
ダ
ン
」
か
ら
東
方
に
向
ひ
、
「
ケ
、
ル

マ
ン
」
を
経
て
、
「
バ
ン
デ
ル
。
ア
バ
ー
ス
」
に
赴
く
隊
商
、
乃
至
は

「
バ
ル
チ
ス
タ
ン
」
渠
は
印
度
に
向
ふ
縁
懸
は
必
ず
此
の
地
を
通
過

す
る
こ
と
に
な
っ
て
居
り
、
叉
、
南
方
「
シ
ラ
ー
ズ
」
方
面
か
ら
東

北
「
ホ
ラ
ー
サ
ー
ン
」
地
方
「
メ
シ
ェ
ッ
ド
」
に
赴
か
ん
と
す
る
巡
饗

宴
・
は
、
必
ず
此
の
地
を
通
過
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
断
っ
て
酪
駝
に
乗

っ
て
「
イ
ラ
ー
ン
」
の
瞳
野
を
族
す
る
隊
商
は
、
中
部
波
斯
に
來

て
、
魏
然
と
し
て
天
綴
に
聾
ゆ
る
「
エ
ズ
ド
」
の
峯
々
を
望
ん
で
、

是
を
冒
標
と
し
、
憩
騒
の
棲
蓬
す
る
地
と
思
っ
た
の
は
尤
も
の
事

で
あ
る
。
恰
も
古
代
印
度
に
於
い
て
、
西
方
叉
は
南
方
か
ら
「
ソ

1
ン
し
河
の
流
や
、
尼
蓮
灘
河
の
流
域
な
ど
を
経
由
し
て
、
當
時
、

北
方
印
度
の
帝
都
で
あ
っ
た
「
パ
…
タ
リ
プ
ト
ラ
」
（
騨
旦
ぎ
9
窮
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ガ
ヂ
ヤ
シ
ぎ
ル
シ
や

師
ち
華
氏
城
に
赴
く
隊
商
な
ど
は
、
伽
耶
地
方
の
象
頭
山
や
、

標
高
一
千
四
百
六
十
二
尺
を
有
す
る
畜
舎
城
一
帯
の
山
を
仰
い
で

一
種
の
紳
秘
感
を
起
し
た
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
、

　
私
の
宿
瀕
し
た
宿
屋
の
世
話
入
は
「
ア
ル
メ
ニ
ア
」
入
で
、
以
前

　
　
　
　
　
第
二
十
一
巻
　
第
三
號
　
　
六
四
二

は
露
西
亜
の
「
ソ
ギ
ィ
エ
ッ
ト
」
政
府
の
建
て
た
共
康
窯
大
銀
の
墨

筆
で
あ
っ
た
が
、
波
斯
改
府
に
捕
は
れ
て
、
此
の
「
エ
ズ
ド
」
の
地

に
流
談
せ
ら
れ
た
考
で
、
佛
蘭
西
語
が
、
可
成
り
流
暢
に
話
せ
る

の
で
、
此
の
入
に
「
エ
ズ
ド
」
の
町
の
案
内
を
頼
む
こ
と
に
し
た
。

　
「
エ
ズ
ー
3
」
の
藩
候
は
、
夏
は
非
常
に
暑
べ
て
冬
は
非
常
に
寒

い
ゆ
夏
の
著
を
凌
ぐ
儒
め
に
、
此
の
町
の
家
々
の
屋
上
に
は
、
望

楼
の
や
う
な
通
風
塔
が
林
立
し
て
居
る
。
こ
の
光
景
は
波
斯
の
他

所
に
見
え
な
い
。
住
民
の
多
歎
は
「
イ
ス
ラ
ム
」
教
徒
で
あ
る
こ
と

は
勿
論
で
あ
る
が
、
町
の
東
南
の
方
角
に
當
り
、
丁
度
、
此
の
町

か
ら
「
ケ
ル
マ
ン
」
の
町
に
通
す
る
街
道
が
あ
る
。
此
の
途
の
北
方

に
、
一
廓
を
形
成
し
て
房
る
部
落
が
あ
る
。
其
の
部
落
に
は
大
約

五
千
攣
り
の
領
民
が
居
る
が
、
こ
れ
こ
そ
、
邸
ち
世
界
最
古
の
宗

敏
の
一
で
、
今
も
な
ほ
、
印
度
や
、
波
斯
や
、
中
央
亜
細
亜
、
乃

至
支
那
等
に
遣
跡
が
残
っ
て
居
る
「
ゾ
ロ
ア
ス
タ
…
」
暴
徒
の
一
團

で
あ
る
。
今
日
、
全
地
球
上
に
於
い
て
、
拝
火
照
徒
と
云
へ
ば
、

先
づ
、
印
度
の
「
ボ
ム
ベ
づ
」
市
を
中
心
と
す
る
表
方
印
度
の
十
萬

ば
か
り
の
「
パ
ル
シ
イ
」
族
（
勺
鉾
玖
）
と
、
波
斯
で
は
、
こ
の
「
エ

ズ
ド
」
の
町
の
五
千
ば
か
り
の
往
民
と
、
皿
、
ケ
ル
マ
ン
し
の
町
の
四
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千
ば
か
り
の
住
民
が
、
そ
の
教
徒
の
重
要
な
衡
量
で
あ
る
。
波
斯

の
他
の
地
方
、
桝
へ
ば
、
「
テ
ヘ
ラ
ー
ン
」
「
シ
ラ
ー
ズ
」
等
の
慮
々

に
舞
火
教
徒
の
團
農
が
、
ち
ら
ほ
ら
居
る
に
は
屠
る
が
、
極
め
て

微
弱
で
、
し
か
も
、
こ
の
「
エ
ズ
ド
」
の
町
に
於
け
る
が
如
く
、
一

廓
を
な
し
て
は
居
ら
ぬ
。
私
は
、
此
の
廓
内
に
居
る
敏
徒
が
保
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
ン

し
護
持
し
て
み
る
古
き
習
慣
風
俗
、
断
ち
「
累
代
な
が
ら
の
道
」
を

親
し
く
目
で
暗
、
耳
で
轟
き
た
い
と
思
っ
て
苦
心
し
た
が
、
恰
も

よ
し
、
「
テ
ヘ
ラ
ー
ン
」
に
於
い
て
、
波
斯
の
友
人
か
ら
、
此
の
町

に
、
拝
火
教
徒
の
子
弟
の
み
を
敏
歯
す
る
學
校
が
あ
る
こ
と
を
聴

い
て
居
た
の
で
、
こ
の
學
校
を
滲
襯
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
學

校
は
印
度
の
「
ボ
ム
ベ
イ
」
市
に
居
住
す
る
郵
亭
教
徒
の
富
豪
が
、

莫
大
な
金
額
を
害
附
し
て
、
最
近
に
建
設
し
た
も
の
で
、
一
見
し

紅
塵
、
甚
だ
外
形
の
整
っ
た
建
築
と
、
充
分
な
る
内
部
の
設
備
と

が
あ
っ
て
、
｝
般
普
通
教
育
の
外
に
、
巌
壁
と
か
、
大
工
と
か
云

ふ
様
な
職
業
教
育
、
廓
ち
＜
O
O
舞
δ
昌
巴
O
身
O
盛
O
p
を
、
痔
火
敏

徒
の
子
弟
に
授
け
て
み
る
。
此
塵
の
學
校
の
絞
長
の
懇
切
な
紹
介

で
、
「
エ
ズ
ド
」
拝
火
教
徒
中
、
第
一
の
富
豪
「
ア
ル
バ
ブ
、
ロ
ス

タ
ン
」
氏
（
〉
轡
σ
”
び
　
閑
質
㏄
一
9
B
）
の
家
に
赴
き
、
非
常
に
盛
大
な
る

　
　
　
　
　
波
斯
「
エ
ズ
ド
」
に
於
け
る
舞
不
敏
の
現
況

　
款
迎
を
受
け
た
。
こ
の
冨
豪
自
ら
の
案
内
で
、
舞
火
敏
徒
の
殿
堂

　
の
内
部
を
見
る
こ
と
が
出
來
た
。
｝
罷
、
印
度
の
「
。
ボ
ム
ベ
イ
」
市

　
地
方
に
贋
住
す
る
鐸
火
撃
墜
は
、
印
度
教
徒
に
封
ず
る
敵
憔
心
か

　
ら
で
も
あ
ら
う
が
、
甚
だ
嚴
重
に
宗
敏
の
秘
密
を
恪
守
し
て
、
其

　
の
禮
舞
の
殿
堂
に
は
決
し
て
、
異
心
徒
を
入
れ
な
い
。
し
か
し
、

此
の
「
エ
ズ
ド
」
の
敏
徒
は
少
し
も
私
に
際
し
て
は
何
ら
の
猜
忌
心

　
も
な
く
、
私
の
周
ふ
ま
・
に
種
々
説
明
を
し
て
呉
れ
た
。

　
　
「
エ
ズ
ド
」
の
拝
火
教
徒
が
、
日
常
相
互
の
間
に
使
用
す
る
言
語

　
は
、
一
般
の
町
人
の
無
用
す
る
言
語
と
は
、
稽
、
趣
を
異
に
し
て

居
っ
て
、
「
イ
ス
ラ
ム
」
教
徒
の
使
用
す
る
雷
雲
を
「
，
ガ
ブ
リ
ー
」

（
○
霧
卑
語
と
激
し
て
居
る
が
、
拝
火
教
徒
自
身
は
「
ダ
ー
リ
i
」

　
（
．
U
〔
ヨ
）
語
と
爾
し
て
屡
て
、
決
し
て
「
ガ
ブ
リ
ー
」
と
は
云
は
な

　
い
。
「
ガ
ブ
リ
ー
」
と
は
、
亜
刺
比
藁
筆
「
讐
。
訂
」
か
ら
來
た
語

で
、
異
教
徒
の
言
葉
、
邪
教
徒
の
言
葉
を
意
味
す
る
故
に
、
拝
火

教
自
身
が
、
自
身
の
言
葉
を
号
す
6
の
に
、
「
ガ
ブ
リ
ー
」
と
云
は

　
ぬ
は
翻
然
の
事
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
導
火
教
自
ら
が
、
「
ダ
ー
リ

　
：
」
と
云
ふ
の
は
如
何
な
る
意
味
で
あ
る
か
と
云
ふ
と
、
こ
れ
は

「
門
」
叉
は
「
戸
」
を
意
味
す
る
波
鴬
語
の
［
、
（
弊
」
郎
ち
、
梵
語
の

　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
巻
　
第
三
號
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波
斯
「
エ
ズ
ド
し
に
於
け
る
拝
火
教
の
現
況

（
オ
習
英
語
の
U
8
巴
猫
乙
語
の
日
貯
と
同
じ
く
、
ア
…
リ
ブ
ン

語
系
の
言
葉
で
あ
っ
て
、
面
魂
す
れ
ば
「
門
の
言
葉
」
で
あ
る
が
、

其
の
所
謂
門
戸
は
決
し
て
普
通
人
の
家
屋
の
門
戸
を
云
ふ
の
で
は

な
く
、
帝
王
の
宮
殿
の
門
戸
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
帝
王
を
奪
敬

す
る
上
か
ら
、
門
戸
の
語
を
退
り
て
、
帝
王
を
指
斥
し
た
の
で
あ

る
。
丁
度
我
が
心
立
で
【
、
御
門
し
の
語
に
相
當
す
る
。
ク
セ
ノ
フ
ォ

ン
（
×
2
ε
ぎ
呂
の
ア
ナ
，
バ
シ
ス
（
〉
墨
σ
鐘
。
・
）
第
一
巻
第
九

章
に
．

　
爵
無
《
携
り
虞
℃
o
的
葛
く
巷
3
ぎ
）
く
碧
℃
q
つ
、
詞
猟
¢
。
m
り
伽
鋤
忌
む
9
只
q
の
ソ
沙
｝
り

　
9
翼
ら
爲
2
㎝
獣
ミ
農
“
．

　
（
最
も
貴
顯
な
る
波
読
人
の
凡
て
の
子
弟
は
王
の
宮
廷
に
て
教

　
育
せ
ら
る
。
）

こ
の
宮
廷
の
語
は
戸
、
門
の
意
味
な
る
希
臓
語
の
。
嘗
の
複
数
を

以
て
現
は
し
て
み
る
。
是
は
波
期
式
の
樗
呼
を
撤
つ
た
も
の
で
あ

る
。
叉
噸
オ
ッ
ト
マ
ン
土
耳
古
皇
帝
の
宮
殿
の
門
戸
を
醗
課
し

て
、
英
語
で
「
G
。
餌
葛
旨
。
勺
9
8
」
猫
古
語
で
「
類
。
剛
6
浸
◎
H
8
」
と
云

っ
て
、
是
に
よ
っ
て
「
サ
ル
タ
ン
」
の
宮
廷
、
又
は
「
サ
ル
タ
ン
」
自

身
を
指
示
し
た
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
さ
れ
ば
「
ダ
ー
リ
…
」
語

　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
穐
¢
　
第
瓢
一
翼
酬
　
　
山
ハ
四
四

ど
竺
、
御
門
の
語
し
と
云
ふ
に
猛
り
、
英
語
に
課
す
れ
ば
召
。
舜

野
薦
碁
ぴ
身
o
L
濁
乙
語
な
ら
「
出
。
『
誓
峯
9
①
」
に
量
り
、
漢
字
に
課

せ
ば
、
雅
言
と
で
も
云
ふ
可
き
で
あ
ら
う
。

　
私
が
最
初
に
「
エ
ズ
ド
」
の
町
で
見
た
拝
火
教
の
寺
院
は
約
＋

米
四
方
の
四
角
な
建
築
物
で
、
石
と
煉
瓦
で
造
っ
た
も
の
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ド
ム

た
。
其
の
中
央
の
天
井
は
圓
蓋
に
な
っ
て
居
り
、
其
の
圓
蓋
の

上
部
は
打
抜
か
れ
て
、
仰
い
で
天
帝
を
見
る
こ
と
が
出
訴
る
。
瀞

火
の
常
に
燃
え
て
み
る
所
は
、
建
物
の
東
北
隅
に
あ
る
一
室
内
に

あ
っ
て
、
格
子
の
や
う
な
板
で
園
ん
で
あ
る
。
教
徒
は
格
子
を
隔

て
て
、
紳
火
を
拝
す
る
こ
と
に
な
っ
て
贋
り
、
そ
の
格
子
の
裏
に

は
、
更
に
板
が
張
っ
て
あ
る
か
ら
、
外
側
か
ら
瀞
火
を
見
る
こ
と

は
班
來
ぬ
。
こ
の
格
子
の
室
に
出
入
し
て
、
野
火
を
守
る
資
格
を

有
す
る
も
の
を
、
「
モ
ー
ベ
ッ
ド
」
9
臼
書
9
討
ち
、
、
ヨ
・
・
σ
q
尋
客
の

意
味
）
と
云
っ
て
，
純
白
の
衣
服
を
つ
け
，
純
白
の
窟
で
口
を
覆

う
て
み
る
。
こ
れ
は
、
自
己
の
呼
吸
が
、
紳
火
を
汚
さ
ん
こ
と
を

恐
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
聖
火
を
護
持
す
る
に
嫉
、
エ
ズ
ド
」
で
は
羊

の
膏
を
燃
や
す
と
の
こ
と
で
あ
る
が
う
印
度
の
孟
買
で
は
栴
檀
の

香
木
を
使
用
し
て
み
た
。
さ
れ
ば
に
や
、
私
は
孟
買
に
滞
在
の
時
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世
界
に
有
名
な
「
沈
獣
の
塔
」
（
日
O
～
く
O
H
　
O
賄
　
ω
躍
⑩
β
O
O
）
を
市
の
郊

外
「
マ
ラ
バ
ー
ヒ
ル
」
の
丘
上
に
観
た
時
、
栴
檀
の
香
煙
が
、
券
郁

と
し
て
，
私
が
境
杓
に
入
る
と
一
時
に
聴
く
こ
と
が
出
來
た
。

　
第
二
に
、
参
増
し
た
「
エ
ズ
ド
」
の
拝
火
敏
の
殿
堂
は
、
第
一
に

滲
遇
し
た
殿
堂
よ
り
一
心
豊
田
で
あ
っ
て
、
殿
堂
は
丁
字
型
に
な

っ
て
居
た
。
矢
張
、
紳
火
を
祀
る
室
は
格
子
の
や
う
な
板
が
張
っ

て
あ
っ
て
、
格
子
の
前
に
、
低
い
縁
が
突
出
し
て
、
其
の
上
に
、

中
世
波
斯
語
、
邸
ち
、
「
パ
フ
ラ
弄
イ
」
語
の
縄
典
が
散
凝
し
て
居

た
。
参
詣
入
は
…
人
も
居
な
か
っ
た
が
、
こ
』
を
出
で
ん
と
し
た

時
、
三
人
の
肉
入
が
参
詣
す
る
の
に
遇
う
た
が
、
此
の
地
方
の
猛

火
敏
の
婦
人
は
、
他
の
波
斯
圃
教
徒
の
婦
選
の
や
う
に
、
「
チ
ャ
ー

ド
ー
ル
」
を
被
ら
す
、
特
殊
の
風
俗
を
し
て
居
り
、
そ
の
衣
服
の

色
は
、
赤
味
勝
の
紫
で
、
牡
丹
色
を
墓
調
と
し
て
居
り
、
顔
の
形

も
丸
味
の
あ
る
形
で
、
「
テ
ヘ
ラ
ー
ン
」
な
ど
で
は
、
決
し
て
見
る

こ
と
の
出
來
な
い
顔
形
で
あ
っ
た
。

　
以
上
は
、
拝
火
の
殿
堂
に
於
け
る
拝
火
敏
徒
の
祭
官
「
モ
ー
ベ

ッ
ド
」
の
住
持
す
る
上
火
の
禮
昇
の
歌
心
で
あ
る
が
、
家
庭
に
於

い
て
は
、
並
屋
は
日
に
三
回
、
二
種
の
火
鉢
に
炭
火
を
超
し
て
こ

　
　
　
　
　
波
斯
「
エ
ズ
ド
」
に
於
け
る
拝
火
罪
の
現
況

れ
に
檜
の
樹
脂
を
焚
い
て
、
「
ア
フ
ラ
マ
ヅ
ダ
」
（
》
｝
μ
二
憎
山
岩
P
鋤
N
A
μ
欝
）

の
大
神
を
祀
る
の
で
あ
る
。
印
度
に
於
け
る
「
バ
ル
シ
イ
」
教
徒
の

家
庭
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
一
定
の
器
具
を
用
ひ
、
富
裕
な
る
教
徒

の
家
で
は
、
其
の
祭
器
を
銀
で
造
っ
て
居
る
の
も
あ
る
。
「
ロ
…

バ
ン
」
と
窮
す
る
松
脂
の
一
種
の
香
料
と
、
栴
檀
の
香
太
と
も
併

せ
焚
い
て
、
「
ア
フ
ラ
マ
ヅ
ダ
」
の
大
紳
を
祀
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
我
が
國
の
上
代
に
於
け
る
加
冠
元
服
な
ど
の
儀
禮
に
相

糾
し
、
叉
、
「
イ
ン
ド
・
ア
ー
リ
ア
」
民
族
の
間
に
、
上
代
よ
り
今
臼

に
至
る
迄
、
守
持
し
て
居
る
聖
索
（
亙
凱
。
円
く
q
雪
）
侃
帯
の
式
典

に
相
醸
す
る
コ
ス
チ
i
（
囚
二
当
）
、
サ
ド
ラ
ー
（
。
Q
三
諦
侃
帯
の

二
度
が
、
拝
火
教
徒
に
と
っ
て
、
非
常
に
重
要
な
る
意
義
を
有
す

る
も
の
で
、
教
徒
の
子
弟
が
、
七
歳
と
十
五
歳
と
の
間
に
、
必
ず

祭
官
「
モ
ー
ベ
ッ
ド
」
か
ら
、
一
定
の
儀
式
を
以
て
、
「
コ
ス
チ
ー
」
と

云
ふ
紐
と
、
「
サ
ド
ラ
ー
」
と
云
ふ
白
布
の
肌
着
と
を
受
け
て
、
こ

れ
を
侃
用
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
「
コ
ス
チ
i
」
は
七
十
二
本
の
糸
で
出

戸
て
居
り
、
細
い
羊
毛
を
編
ん
だ
紐
で
あ
る
。
こ
の
紐
に
、
前
に

二
つ
、
後
に
二
つ
の
結
目
を
作
っ
て
，
身
髄
に
巻
き
付
け
、
三
匝

に
及
ぶ
。
こ
の
三
崩
に
及
ぶ
迄
、
身
に
巻
き
付
け
る
意
味
は
、
教

　
　
　
　
　
第
二
十
一
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波
斯
「
エ
ズ
ド
し
に
於
け
ろ
舞
火
敏
の
現
況

徒
の
三
明
に
よ
る
と
、
舞
火
回
に
於
け
る
身
口
意
の
三
業
の
制
約

（
梵
語
な
ら
ば
、
ヨ
三
唱
F
～
．
霧
霧
F
　
惹
憎
導
繕
P
）
を
象
徴
す
る
と

の
事
で
あ
る
。
邸
ち
、
善
意
（
国
毎
話
欝
Y
善
言
（
出
自
3
∀
善
行

（
鵠
薯
9
・
識
邑
　
を
守
る
爲
め
で
あ
る
と
云
っ
て
居
る
。
其
の
本
來

の
意
義
は
、
フ
・
ン
ド
・
ア
ー
リ
ア
」
の
墨
取
、
又
は
聖
紐
と
岡
様
、

倫
理
學
上
か
ら
見
る
可
き
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
、
政
治
學
上
、

宗
教
島
上
か
ら
見
る
黒
き
も
の
で
あ
る
。
殊
に
、
「
サ
ド
ラ
ー
」
若

用
の
如
き
は
、
印
度
の
叙
事
詩
「
マ
ハ
ー
ブ
ハ
ー
ラ
タ
」
に
現
は
れ

た
「
カ
ル
ナ
し
（
ζ
鰹
自
・
）
が
、
帝
旺
盛
よ
り
授
け
ら
れ
た
不
・
死
の
鎧

な
ど
の
傳
詮
と
同
様
に
溜
る
低
き
も
の
で
あ
る
と
私
は
信
ず
る
。

「
コ
ス
チ
～
」
の
糸
の
撒
が
何
故
に
七
十
二
本
で
あ
る
か
に
つ
き
、

拝
火
難
徒
に
尋
ね
た
が
、
何
入
も
満
足
な
る
答
を
な
す
者
は
な
か

っ
た
。
然
し
、
こ
れ
は
非
常
に
興
味
あ
る
撒
で
、
私
も
こ
れ
に
つ

き
，
多
少
の
意
見
を
抱
い
て
居
る
が
、
そ
の
嚢
表
は
他
日
に
期
す

る
こ
と
に
す
ろ
。

　
拝
火
教
徒
は
一
、
イ
ス
ラ
ム
」
教
徒
と
異
っ
て
，
今
臼
で
は
、
、
旧
格

に
一
夫
一
婦
の
制
を
守
っ
て
居
る
が
、
｛
、
ア
ヴ
ェ
ス
タ
L
聖
典
の
「
ヤ

ス
ナ
」
（
密
霧
昌
曽
）
第
十
二
巻
等
に
「
×
く
器
轡
く
秘
匿
9
」
の
制
を
弓
懸

第
二
十
、
…
巻
　
　
第
三
號
　
　
　
山
縦
陣
山
ハ

し
て
み
る
。

　
9
1
ω
ε
愚
島
鋤
留
ゆ
讐
彰
震
蕩
券
。
・
旨
旨
旨
器
℃
騨
愚
○
図
。
㎝
養
ヨ

　
三
〇
密
昌
鉱
O
尿
。
影
筏
2
⊃
酬
け
〆
、
盟
（
蜀
8
旨
糠
き
嵐
諺
：
．
●

　
｝
－
×
く
縞
け
く
p
舟
8
」
と
は
、
「
×
く
9
・
α
9
」
と
フ
舜
魯
露
」
と
の
二
語

よ
り
成
り
、
前
考
は
梵
語
の
「
ω
話
」
と
同
　
語
な
る
「
×
く
簿
」
（
叉
は

牙
鋤
）
．
に
形
容
接
尾
語
を
附
け
て
、
「
自
己
に
属
す
る
網
入
数
の
家

族
」
、
又
は
「
高
貴
」
を
意
味
し
、
門
，
養
魯
9
」
は
語
根
く
盆
（
導
く
、

叉
は
結
婚
す
る
）
よ
り
來
り
、
梵
語
フ
・
P
島
旨
」
（
妻
）
と
關
際
す
る
字

で
，
英
語
の
「
壽
＆
又
は
「
鶏
区
＆
護
」
等
の
≦
o
Ω
と
同
一
語
根
か

ら
來
た
も
の
で
あ
り
、
師
ち
結
婚
を
意
味
す
る
。
故
に
全
罷
の
字

義
は
、
近
親
を
婁
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
長
幼
奪
卑
の
順
序
に
閥
係

な
く
、
極
端
な
、
憂
一
籔
島
議
噂
で
あ
る
。
舞
火
難
の
縷
典
は
こ

れ
を
拗
縫
し
て
居
る
の
み
な
ら
す
、
癖
火
教
徒
は
古
代
に
於
い
て

も
、
こ
れ
を
實
評
し
た
も
の
と
見
え
る
。
現
に
歴
史
に
於
い
て
も

［、

A
ク
メ
ニ
…
ド
」
王
朝
の
三
代
に
「
キ
ュ
寮
ス
」
大
帝
の
女
、
【
、
ア
ト

ッ
サ
L
は
，
そ
の
兄
弟
で
あ
る
…
、
カ
ム
ビ
セ
ス
」
や
「
ネ
メ
ル
ヂ
ス
し
r

と
結
婚
し
、
叉
親
族
の
「
，
ダ
リ
ウ
ス
」
一
世
と
も
結
婚
し
て
居
る
こ

と
を
以
て
し
て
も
知
る
こ
と
が
出
歯
、
叉
ご
、
ア
ル
タ
ク
セ
ル
セ

（20e）



ス
L
二
世
は
自
分
の
女
「
ア
ト
ッ
サ
」
を
婁
っ
て
皇
后
と
し
て
居

る
。
し
か
し
、
か
・
る
極
端
な
る
　
O
費
ぎ
0
9
算
彰
k
は
、
必
し
も
古

代
掛
継
教
徒
の
間
に
限
っ
た
課
で
は
な
く
、
埃
及
や
、
希
臓
や
、

猫
太
や
印
度
な
ど
の
古
代
に
於
い
て
、
紳
三
越
家
の
統
治
者
が
、

自
己
の
種
族
の
純
潔
を
保
持
せ
・
ハ
が
予
め
に
、
事
々
な
し
た
事
で

あ
っ
て
、
こ
れ
を
な
す
に
は
、
種
々
の
理
虜
も
必
要
も
あ
っ
九
こ

と
Σ
思
は
れ
る
。
唯
法
律
の
明
文
に
て
、
こ
れ
を
拗
際
し
た
宗
教

は
拝
火
教
の
み
で
あ
る
か
ら
、
世
の
墨
者
の
憶
意
を
惹
く
次
第

で
、
「
ヤ
ス
ナ
」
の
此
の
文
句
は
、
夙
に
印
度
の
佛
教
徒
の
注
意
を

呼
起
し
た
と
見
え
、
阿
毘
達
磨
倶
舎
論
分
別
業
晶
第
四
の
邪
淫
品

行
の
個
所
に

　
從
〆
耀
生
者
，
如
丁
波
刺
私
讃
丙
於
二
士
等
一
行
乙
甲
梵
行
嘩
。
（
以
上

　
玄
斐
藷
）

天
親
菩
薩
即
ち
世
親
菩
薩
．
は
こ
の
×
く
鵠
ジ
、
巳
p
露
　
の
制
度
を
耀

よ
り
生
じ
た
欲
の
中
に
入
れ
て
み
る
。
魏
書
一
百
二
、
列
傳
第
九

十
の
西
域
の
波
斯
國
の
條
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
ぐ
　
こ
　
　
む
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
む

　
俗
事
火
神
国
紳
。
文
字
與
古
書
異
。
多
以
姉
妹
爲
妻
妾
。
自
飴

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
ハ
　
　
　
り
　
む
　
む

、
婚
合
亦
不
詳
愈
卑
。
諸
夷
之
中
二
宮
醜
石
突
。
百
姓
女
年
十
歳

　
　
　
　
　
波
斯
「
、
エ
ズ
ド
」
に
於
け
ろ
拝
火
敏
の
現
況

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

　
以
上
有
心
貌
藩
王
牧
養
之
．
有
功
勲
入
飾
以
分
賜
。
死
者
多
弄

　
　
　
　
　
　

　
屍
於
山
。

叉
、
玄
婆
三
二
の
大
唐
蔭
無
記
第
十
一
巻
、
波
幽
魂
國
の
下
に
、

　
婚
姻
難
鳳
、
死
二
七
屍
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
覚
る
と
、
西
暦
紀
元
第
六
七
世
紀
に
は
価

波
斯
は
未
だ
亜
刺
比
亜
人
の
爲
に
征
服
せ
ら
れ
す
、
「
ヅ
ラ
ス
シ

ュ
ト
ラ
」
が
「
ア
フ
ラ
マ
ヅ
ダ
」
の
火
事
の
名
に
於
い
て
、
［
、
イ
ラ
ー

ン
」
語
族
の
黒
塗
に
呼
び
か
け
九
法
律
命
令
は
、
爾
ほ
、
嚴
重
に

雪
除
せ
ら
れ
て
居
た
’
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。

　
語
語
三
藏
が
大
唐
酉
暗
記
に
於
い
て
、
拝
火
止
徒
の
屍
膿
庭
分

の
方
法
を
評
し
て
、
「
棄
つ
」
と
云
っ
て
居
る
が
、
成
る
程
、
麿
代

の
支
那
入
で
あ
っ
た
玄
婁
か
ら
見
九
ら
、
「
棄
つ
」
と
云
ふ
よ
砂

言
ひ
方
か
な
い
。
元
來
、
舞
火
教
徒
は
、
五
大
の
中
、
地
水
火
は

非
常
に
清
鑑
な
も
の
で
あ
る
と
信
じ
て
居
る
か
ら
、
こ
れ
を
冒
渡

せ
ぬ
爲
め
屍
罷
を
風
葬
に
す
る
の
で
あ
る
。
勝
ち
、
風
に
吹
か
る

る
に
委
す
の
で
あ
る
。
委
棄
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
風
葬
の
場

所
は
、
ド
ブ
マ
（
U
触
き
μ
峯
）
と
云
っ
て
、
「
エ
ズ
ド
」
の
町
か
ら
、

蓬
か
北
に
當
る
山
に
一
個
所
、
叉
南
に
祷
り
、
町
か
ら
五
三
の
艦

　
　
　
　
　
麓
ザ
ニ
十
一
巻
　

餓
〃
三
聴
…
　
　
山
ハ
四
七

（　‘201　）



　
　
　
　
　
波
斯
「
エ
ズ
ド
」
に
於
け
る
拝
火
教
の
現
況

山
に
二
箇
所
あ
る
。
私
は
こ
の
後
者
を
参
観
し
た
。
「
ア
ヴ
ェ
ス

タ
」
経
典
に
は
、
「
ド
フ
マ
」
を
以
て
悪
魔
を
挑
ふ
方
法
で
あ
る
と

論
じ
て
み
る
。
例
へ
ば
ヴ
ィ
デ
ー
ヅ
ダ
ー
ト
　
第
七
章
橋
工
十
五

の
如
き
は
是
で
あ
る
。

　
、
旨
四
g
遷
揖
9
ぞ
冨
一
昌
”
母
毒
自
警
毒
器
δ
愚
一
望
9
個
！
、
9
p
・
理
器
努
、
鋤

　
O
貴
白
9
搬
奉
0
9
駐
げ
①
警
冨
冨
8
爵
α
も
。
。
。
菖
k
鋤
9
鴇
冨
プ
白
一
念
。
σ
プ
く
α

　
）
・
暮
⇔
。
。
貯
譲
鼠
冤
冒
。
日
楓
0
1
帥
ヨ
塾
⊃
礁
属
惹
筏
霞
①
o
効
忌
ω
3
げ
幻
蜜
－

　
響
綴
一
回
＄
筏
留
δ
露
筏
く
節
肖
餌
三
塁
二
三
プ
魑
9
D
α
8
鴇
酌
尉
g
堅

　
）
、
巴
β
筏
障
。
窪
h
録
ヨ
ニ
♪
詳
団
①
件
。
’

「
ド
ブ
こ
は
梵
語
語
格
の
「
ド
ハ
ム
」
叉
は
「
ド
ブ
マ
ー
」
（
（
9
聾
髭

⊆
ご
鼠
）
と
、
そ
の
語
源
を
一
に
し
て
、
邸
ち
「
吹
く
」
「
吹
き
彿

ふ
」
の
意
味
を
有
す
る
言
簗
で
、
決
し
て
普
通
国
者
の
臆
測
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　

如
く
、
梵
語
語
根
の
「
ダ
ブ
」
（
母
ご
（
焼
く
意
味
）
と
同
一
の
語

根
か
ら
三
遷
た
言
葉
で
は
な
い
と
思
ふ
。

　
私
が
「
エ
ズ
ド
」
で
見
た
二
個
の
「
ド
フ
こ
は
各
，
別
れ
て
岩

山
の
頂
き
に
建
て
て
あ
っ
て
、
建
築
の
外
観
は
圓
く
、
向
っ
て
右

が
男
の
屍
鰹
を
容
る
・
二
，
ド
フ
こ
で
、
左
は
女
の
爆
弾
を
容
る

る
「
ド
ブ
マ
」
で
あ
る
。
左
の
方
は
、
最
近
に
欝
欝
を
置
い
た
も
の

と
見
え
て
、
禿
鷹
，
の
一
種
、
邸
ち
梵
語
で
云
ふ
「
グ
リ
ド
フ
ラ
」

　
　
　
　
　
鱈
耀
二
十
一
巻
　
第
三
號
　
　
　
山
ハ
四
八

（
㎎
猛
ξ
9
）
、
英
語
で
云
ふ
く
葺
震
○
が
盛
ん
に
そ
の
上
室
を
飛
翔

し
て
居
た
。
岩
霞
の
麓
か
ら
、
頂
の
「
ド
フ
マ
」
に
到
る
に
は
、
一

條
の
道
路
が
修
築
さ
れ
て
あ
っ
て
、
麓
に
は
粗
末
な
土
煉
瓦
の
髭

舎
が
あ
る
。
三
途
の
時
は
、
屍
鰹
に
附
添
ふ
親
族
縁
者
が
此
の
屋

舎
の
中
で
、
屍
膿
に
濃
し
最
後
の
訣
別
を
な
し
、
拝
火
回
の
祭
司

が
最
後
の
儀
式
を
暴
行
す
る
。

　
叉
、
こ
の
屋
舎
の
中
に
は
常
に
四
五
入
の
特
別
の
入
闇
が
住
居

し
て
居
て
、
彼
等
は
決
し
て
「
エ
ズ
ド
」
の
一
々
と
は
縁
組
を
し
な

い
。
彼
等
は
私
を
案
内
し
て
呉
れ
た
人
々
に
向
ひ
、
「
大
分
寒
く

な
っ
た
か
ら
、
今
度
來
る
時
に
は
、
着
物
を
持
っ
て
來
て
く
れ
」

と
云
っ
て
居
た
。
此
等
特
種
の
入
々
と
云
ふ
の
は
、
舞
火
教
徒
の

屍
艦
庭
分
に
關
係
す
る
事
務
を
櫃
即
す
る
転
々
で
あ
っ
て
、
一
、
ア

ヰ
ェ
ス
タ
L
経
典
の
所
謂
「
二
戸
鶏
歯
骸
⇔
」
で
あ
る
。
屍
罷
を
死
者
の

家
か
ら
「
ド
フ
マ
」
ま
で
蓮
堕
す
る
暗
々
は
「
×
習
創
｝
・
と
と
云
ひ
、

屍
膿
を
「
ド
フ
マ
」
へ
入
れ
る
準
々
を
「
七
癖
蓼
己
霞
」
と
云
ふ
。
此

等
特
種
の
入
々
が
、
常
住
す
る
屋
含
を
限
り
と
し
て
、
屍
艦
葬
迭

の
親
族
懸
者
と
屍
髄
と
の
關
係
は
噺
絶
す
る
の
で
あ
る
。
私
は
ル
、

の
屋
舎
か
ら
山
上
の
「
ド
ブ
マ
」
ま
で
上
り
、
「
ド
フ
こ
の
鐵
門
迄

（　D．02　）



行
っ
た
が
、
…
種
凄
惨
の
氣
が
肌
膚
を
襲
ひ
、
附
近
の
岩
石
に
は

白
い
鳥
糞
が
堆
積
し
て
、
荒
涼
の
光
景
は
、
到
底
、
長
時
間
山
上

に
留
る
こ
と
を
許
さ
す
、
図
工
し
た
か
ら
、
「
ド
ブ
マ
」
の
建
物
の

内
部
を
見
る
こ
と
が
嵐
來
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
「
イ
ラ
…
ン
」
高

原
の
特
色
と
し
て
、
察
氣
は
雨
期
以
外
は
乾
燥
し
切
っ
て
、
山
に

樹
木
な
く
、
山
と
云
ふ
由
は
、
岩
石
の
み
で
あ
る
か
ら
、
屍
艦
の

風
葬
は
、
む
し
ろ
、
此
の
國
土
の
氣
候
に
相
癒
し
た
習
慣
で
あ
っ

て
、
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
山
野
に
曝
さ
れ
た
直
径
は
、
死
」

者
生
前
の
業
に
よ
り
、
僅
か
二
一
二
時
間
に
禿
鷹
に
紅
塵
さ
る
、
こ

と
も
あ
り
、
ま
た
数
日
に
亙
っ
て
も
漕
滅
し
な
い
こ
と
も
あ
る
さ

う
で
、
悪
業
の
重
い
も
の
程
擁
濾
滅
す
る
時
聞
を
要
す
る
と
、
「
エ

ズ
ド
」
の
拝
火
教
徒
は
云
っ
て
居
る
所
か
ら
考
へ
る
と
、
舞
火
面

徒
は
今
日
で
は
、
廃
髄
は
早
く
、
鷲
鳥
の
腹
中
に
葬
り
去
る
こ
と

は
、
死
者
の
親
族
縁
者
の
本
懐
で
あ
る
と
云
ふ
考
へ
ら
し
い
。
随

っ
て
風
葬
と
云
ふ
考
へ
は
失
っ
て
居
る
様
で
、
「
ド
フ
マ
」
と
は
血

膿
を
禿
鷹
に
食
は
し
む
る
所
位
に
、
思
っ
て
居
る
の
で
あ
ら
う
。

　
な
ほ
、
波
斯
國
中
、
「
ド
ブ
マ
」
は
「
エ
ズ
ド
」
の
外
に
、
「
ケ
ル

マ
ン
」
に
も
あ
り
、
叉
、
「
テ
ヘ
ラ
ー
ン
」
の
郊
外
に
ふ
の
る
「
レ
イ
し

　
　
　
　
　
波
斯
「
エ
ズ
ド
」
に
於
け
ろ
笄
火
煙
の
現
況

（
古
の
％
o
讐
。
・
奥
記
大
宛
傳
中
に
所
謂
黎
軒
の
頭
並
）
の
東
に
當

る
出
の
中
に
も
あ
る
が
、
こ
の
方
は
現
在
、
政
府
の
命
令
で
其
の

使
用
を
禁
止
し
て
み
る
。
「
エ
ズ
ド
」
の
【
、
ド
フ
マ
L
を
見
て
、
端
な

く
も
思
ひ
幽
す
の
は
、
玄
婆
面
懸
の
大
唐
西
域
記
第
九
に
於
け
る

下
獄
陀
國
王
欝
欝
急
斜
陀
羅
矩
睡
の
山
の
記
事
で
あ
る
。
姑
栗
陀

羅
矩
睡
と
は
師
ち
、
「
暇
五
ξ
包
隠
雷
」
で
「
屍
罷
を
食
ふ
鷲
の
峯
」

と
云
ふ
梵
語
で
、
前
述
の
禿
鷹
又
は
禿
頭
の
鷲
の
棲
ん
で
居
る
楽

で
あ
る
。
玄
磁
化
藏
は
此
の
…
峯
の
こ
と
を
叙
し
て
、

　
接
北
爵
之
陽
、
孤
標
特
旨
、
既
棲
鷲
鳥
、
無
類
高
架
、
室
翠
湘
…

　
映
、
濃
淡
才
色
、
深
陥
御
世
、
垂
五
十
年
、
多
居
此
山
、
贋
詮

　
妙
法
、
漁
場
沙
羅
王
、
爲
聞
否
否
、
興
流
入
徒
、
自
山
麓
至
峯

　
墨
、
跨
谷
凌
蹴
欺
、
編
…
石
爲
階
、
贋
十
無
押
競
し
長
五
六
里
、
　
巾
・
路

　
有
二
小
寒
堵
波
、
一
丁
下
乗
、
卸
王
至
此
、
言
行
以
進
、
一
謂

　
退
凡
、
郎
簡
凡
入
、
不
令
同
往
、
其
出
癖
則
東
西
長
南
北
狭
、

　
臨
崖
酉
錘
、
有
意
精
舎
、
高
廣
奇
製
、
東
竪
其
許
、
如
來
在
昔

　
多
居
．
説
法
。

と
あ
る
。
此
の
記
事
の
文
中
、
若
し
轍
鮒
沙
羅
王
云
々
と
云
ふ
文

句
の
代
り
に
、
王
舎
城
内
の
人
死
せ
ば
擁
艦
を
山
頂
に
蓮
搬
せ
ん

　
　
　
　
　
　
第
二
十
一
｛
巷
　
第
一
二
號
　
　
　
轟
ハ
四
九
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波
斯
「
エ
ズ
ド
」
に
於
け
ろ
葬
火
教
Φ
現
況
　
　
　
　
　
　
’
・

が
爲
め
云
々
と
改
ぬ
九
ら
、
容
易
に
「
エ
ズ
ド
」
の
「
ド
フ
マ
」
の
記

事
と
見
る
こ
と
が
出
來
る
。
「
エ
ズ
ド
」
の
「
ド
ブ
こ
に
到
る
に

は
、
私
の
休
息
し
た
山
麓
の
煉
瓦
製
の
屋
舎
は
、
師
ち
、
下
乗
窒

堵
波
と
退
凡
翠
堵
波
と
に
相
當
す
る
も
の
で
あ
り
、
山
頂
の
煉
瓦

製
の
精
舎
は
、
疋
に
「
ド
ブ
こ
に
即
智
す
る
。
玄
焚
の
見
た
精

舎
は
恐
ら
く
、
普
通
佛
敏
徒
の
住
す
る
精
舎
で
は
な
か
っ
た
ら
し

く
、
廣
く
、
高
く
，
且
つ
一
風
攣
っ
た
建
築
で
、
戸
が
闘
い
て
贋

た
の
は
、
正
し
く
屍
毒
を
禿
鷹
に
食
食
さ
す
勇
め
の
設
備
を
云
っ

た
も
の
と
患
は
れ
る
。
し
か
し
、
私
は
こ
の
記
事
に
糠
っ
て
、
直

ち
に
導
爆
陀
國
王
舎
城
の
鷲
峯
、
麟
ち
’
グ
リ
ド
フ
ラ
ク
ー
タ
」
の

頂
に
は
、
品
書
教
徒
の
、
ド
ブ
マ
」
が
あ
っ
た
と
主
獲
せ
ん
と
す
る

も
の
で
な
い
。
し
か
し
、
此
の
地
方
の
地
理
叉
は
憾
読
に
つ
い

て
、
佛
典
に
現
は
れ
た
も
の
を
讃
み
、
佛
教
以
外
の
印
度
宗
敏
文

學
に
見
え
弛
る
此
の
地
方
の
地
理
叉
は
傳
説
と
を
比
較
し
て
、
多

年
人
知
れ
す
、
疑
念
を
懐
抱
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
。

　
先
づ
第
一
に
　
摩
伽
陀
國
9
、
封
讐
（
毎
”
）
と
云
ふ
地
名
で
あ
る

が
、
昔
か
ら
支
那
で
種
々
の
解
繹
を
致
し
、
或
は
無
轟
害
、
或
は

致
甘
露
塵
な
ど
と
融
課
し
て
居
る
。
し
か
し
、
こ
れ
等
は
俗
解
で

　
　
　
　
　
策
二
十
　
巻
策
三
號
　
　
六
五
〇

毫
も
正
鵠
を
得
た
と
は
思
は
れ
な
い
。
一
番
合
理
的
の
解
繹
は
、

㎝、

?
込
の
地
」
と
云
ふ
に
あ
る
と
思
ふ
。
摩
伽
と
は
H
塁
σ
隻
覧
で
脚
ち

砲
火
敏
の
司
教
を
指
示
し
た
名
辮
で
あ
る
。
元
來
こ
の
地
方
は
昔

晴
一
、
キ
ー
タ
カ
」
（
薄
薄
ζ
）
と
構
す
る
民
族
の
棲
息
し
た
邦
域

で
、
印
度
「
ア
ー
リ
ア
」
の
文
化
が
、
あ
ま
り
光
被
し
な
か
っ
た
地

方
で
あ
っ
て
、
如
何
な
「
る
時
代
に
此
の
地
方
を
｛
、
マ
ガ
」
の
地
と
呼

ぶ
に
至
っ
た
か
は
、
制
明
し
な
い
が
、
「
ク
リ
シ
ュ
ナ
」
と
云
ふ
牛

碑
騒
人
の
勇
者
が
、
「
、
マ
ガ
」
外
部
か
ら
印
度
に
招
致
し
た
傳
設

は
、
一
、
プ
ラ
ー
ナ
」
丈
學
に
も
見
え
て
あ
り
、
拝
火
教
の
司
教
と
云

は
れ
た
階
級
が
、
こ
の
地
方
に
來
た
こ
と
も
想
像
せ
ら
れ
る
。
、

第
二
に
、
鷲
峯
の
所
在
は
王
舎
城
（
塚
認
，
ぎ
）
と
佛
教
経
典

に
は
見
え
て
居
る
が
、
如
何
な
る
理
由
に
存
す
る
や
知
ら
ざ
る

も
、
佛
教
経
皿
ハ
…
以
外
の
文
簡
學
、
殊
に
叙
事
一
詩
「
，
マ
ハ
ー
ブ
ハ
ー
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
じ
ジ
ヤ
グ
リ
ハ

タ
」
等
に
此
地
の
こ
と
を
歌
う
て
観
る
の
に
、
「
寮
舎
城
」
と
は
云

は
す
し
て
、
漿
に
「
ラ
ー
ジ
ャ
ギ
リ
」
（
王
山
）
と
云
う
て
居
る
。
今

日
で
も
土
入
鑓
，
ラ
～
ジ
ュ
ギ
ル
し
と
云
っ
て
贋
り
、
親
に
英
國
政

府
の
印
度
の
測
量
地
掴
の
上
に
も
皆
塔
門
と
書
い
て
農
る
。
一
、
グ

リ
ハ
L
邸
ち
舎
に
翻
當
す
る
暑
が
な
い
。
摩
伽
柁
王
の
房
城
で
あ

（20の



つ
た
な
ら
侮
言
城
と
云
っ
て
も
差
支
へ
な
い
が
、
普
通
、
印
度
の

文
學
に
何
故
輩
に
王
山
と
呼
ん
だ
か
判
然
せ
ぬ
。

　
第
三
に
は
、
こ
Σ
に
は
入
の
屍
膿
を
貧
食
す
る
禿
鷹
が
棲
息
し

て
居
る
か
ら
、
鷲
峯
と
課
し
、
鷲
山
と
志
す
る
の
に
は
、
何
等
の

支
障
が
な
い
が
、
何
故
か
、
支
那
の
新
奮
課
家
は
「
難
」
の
字
を
附

　
　
　
リ
ヨ
ウ
ジ
ユ
セ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ヨ
ウ
ぜ
ン

冠
し
て
鰻
鷲
山
と
云
ひ
、
叉
は
購
山
と
云
っ
て
み
る
。
我
が
國

に
も
肯
古
駅
此
の
下
名
を
地
名
に
嗣
ひ
た
例
が
少
く
な
い
。
現
に

京
都
東
虚
に
、
高
堂
寺
と
云
ふ
が
あ
り
、
其
の
上
に
験
山
と
云
っ

て
、
眞
宗
興
正
寺
派
の
廟
が
あ
る
。
此
等
は
大
底
西
域
記
の
記
事

か
ら
と
っ
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
こ
れ
は
察
す
る
所
、
死
入
叉

は
屍
盟
に
關
係
が
あ
る
か
ら
、
「
盤
」
の
宇
を
、
鷲
函
の
字
の
上
に

附
加
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
験
枢
と
云
ひ
、
難
牌
と
云
ひ
、
購

丘
と
云
ひ
、
験
墓
と
云
ひ
、
或
は
面
識
と
云
ふ
が
如
き
も
の
で
あ

る
。
梵
語
で
帯
出
養
呂
と
云
へ
ば
、
屍
羅
を
円
き
、
叉
埋
む
る

墓
地
で
あ
る
が
、
義
浮
三
重
な
ど
は
、
こ
れ
を
黙
床
と
面
し
て
居

る
。
故
に
難
鷲
山
の
蕪
は
、
鷲
の
形
容
詞
と
も
見
ら
れ
る
が
、
払

腰
の
形
容
詞
と
も
見
る
こ
と
が
餓
來
る
。

　
次
に
、
私
が
見
墨
し
た
「
エ
ズ
ド
」
の
町
の
地
名
の
起
源
に
旧
い

　
　
　
　
　
波
斯
「
｝
ド
」
に
於
け
ろ
弁
火
教
の
現
況

て
述
べ
た
い
と
思
ふ
。
こ
の
、
エ
ズ
ド
」
（
＜
磐
益
）
の
名
は
｛
、
ア
ヅ

ェ
ス
タ
」
語
の
「
く
Q
熱
型
」
か
ら
來
た
雷
葉
で
あ
る
。
中
世
波
斯
語

「
く
罠
α
」
、
近
代
波
難
語
「
H
遷
畠
」
と
詞
一
根
源
で
あ
っ
て
、
梵
語

の
～
音
は
、
イ
ラ
～
ン
語
の
Z
暑
に
該
帯
す
る
か
ら
，
梵
語
で

は
「
愚
蒙
恥
」
で
あ
る
。
其
の
語
根
は
「
繁
a
」
叉
は
「
…
と
で
あ
る

こ
と
は
云
・
謹
迄
も
な
い
。
「
ヤ
ザ
タ
」
叉
は
「
ヤ
ジ
ャ
タ
し
は
、
古
代

波
斯
の
文
學
で
も
、
古
代
印
度
の
ア
ー
リ
ア
ン
文
學
で
も
、
「
崇

敬
せ
ら
る
可
き
し
、
叉
は
、
「
窯
業
」
五
っ
て
「
祀
ら
る
可
き
」
と
云
ふ

形
容
詞
か
ら
、
濃
艶
、
榊
紙
の
意
味
に
案
じ
て
み
る
。
中
世
波
斯

語
の
フ
、
震
鳥
L
近
代
波
斯
語
の
「
冒
裁
」
は
「
神
」
の
意
味
で
あ
る
。

道
書
一
斑
二
、
列
傳
第
九
十
の
西
域
の
條
に
、

　
國
入
號
王
、
日
量
嚇
。

と
あ
る
が
、
こ
の
轡
嚇
の
へ
、
醤
」
は
「
図
鋤
」
叉
は
当
ご
に
比
し
、

サ
ツ「

晦
」
は
「
誌
」
叉
は
即
鉦
し
に
嘗
て
て
爲
冠
し
た
も
の
と
考
へ

る
こ
と
が
鐵
來
る
。
邸
ち
「
蟹
N
q
」
又
は
「
叫
爵
Ω
」
で
、
中
世
波

斯
の
終
り
に
近
い
叢
書
製
作
の
當
時
、
波
斯
語
で
は
、
こ
の
語
を

帝
王
の
愈
辮
に
用
ひ
て
居
た
こ
と
が
判
然
す
る
。
中
世
波
斯
、
翻

ち
漏
話
王
朝
の
帝
王
の
中
に
は
、

　
　
　
　
　
第
二
十
一
谷
　
麓
ぜ
三
七
　
　
　
轟
ハ
玉
一
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波
斯
「
エ
ズ
ド
」
に
於
け
ろ
拝
火
敏
の
現
況

　
》
蜜
β
蔭
乙
H
（
G
。
O
O
一
瓢
q
。
O
済
．
U
ソ
嚇
N
戸
薩
乙
H
目
（
港
。
。
G
。
一
幽
錯

・
艶
∪
「
）
．
ぢ
N
8
騨
鳥
目
H
（
⑦
も
。
ゆ
一
⑦
蟄
》
．
U
．
）
●

・
の
名
が
見
え
て
み
る
が
、
そ
れ
ら
の
名
は
、
「
神
に
よ
り
て
作

ら
れ
た
る
も
の
」
（
）
．
⇔
鑓
3
十
厨
塁
）
を
意
味
す
る
。
こ
の
中
、

「
ヤ
ズ
ド
ギ
牽
ド
」
三
世
の
こ
と
を
唐
心
で
は
伊
総
懸
と
昔
課
し
て

み
る
か
ら
、
實
際
の
嚢
昔
は
「
イ
ズ
ド
」
叉
は
「
イ
ー
ズ
ド
」
で
あ
っ

た
と
思
は
れ
る
。
随
っ
て
「
エ
ズ
ド
」
の
由
は
、
三
山
と
課
す
る
庵

よ
し
、
神
山
と
課
す
る
も
よ
し
、
叉
地
名
で
あ
る
か
ら
舐
霞
と
嘉

す
る
も
よ
い
。

　
轄
じ
て
、
摩
伽
陀
國
王
徳
城
黙
鷲
山
の
名
稽
の
趨
源
に
想
到
す

る
と
、
今
日
の
南
部
ベ
ハ
…
ル
（
切
①
冨
『
）
地
方
、
昔
時
の
摩
伽

陀
帝
國
の
領
土
に
は
、
甚
だ
出
火
敏
に
似
た
宗
教
の
教
徒
の
居
っ

た
と
云
ふ
こ
と
は
到
底
否
定
出
來
な
い
。
佛
在
世
の
時
代
に
、
王

舎
城
に
近
き
堪
方
、
伽
耶
の
地
に
三
迦
葉
が
居
っ
て
、
此
等
は
上

火
外
道
で
あ
っ
た
。
中
に
も
、
優
縷
言
螺
菅
野
は
、
佛
成
道
の
地

に
近
き
「
ウ
ル
ぜ
ン
ラ
」
の
村
に
於
い
て
火
紳
に
事
へ
、
頑
強
に
佛

の
教
化
を
受
け
る
こ
と
を
拒
ん
だ
が
、
教
化
せ
ら
れ
て
か
ら
一
切

の
祭
器
を
最
箒
の
河
、
師
ち
、
尼
蓮
繹
河
に
投
じ
て
、
其
の
決
心

　
　
　
　
　
第
二
⊥
丁
一
巻
　

拙
第
り
三
擁
恥
　
　
　
山
ハ
加
工
二

を
示
し
、
那
提
落
葉
、
伽
耶
身
金
等
も
其
の
例
に
從
つ
た
。
由
來
、

迦
葉
族
の
入
々
、
三
半
葉
と
云
ひ
大
喜
葉
と
云
ひ
、
佛
教
の
興
隆

と
護
持
と
に
活
躍
し
た
こ
と
は
、
佛
教
の
歴
史
上
、
有
名
な
事
實

で
、
其
の
族
名
「
カ
ー
シ
ャ
パ
」
（
囚
鍔
Σ
）
拶
）
の
語
根
に
つ
い
て
、

種
々
解
繹
も
あ
る
が
、
～
，
カ
ー
シ
ご
（
盗
・
㌦
）
（
光
る
）
の
語
根
と

「
パ
i
」
（
嶺
）
（
護
る
）
の
語
根
と
か
ら
畠
來
た
こ
と
が
疑
な
く
、

つ
ま
り
、
拝
火
教
の
「
モ
ー
ベ
ッ
ド
」
と
同
じ
く
、
紳
火
の
護
持
が

此
の
族
の
世
襲
の
職
で
あ
，
つ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
佛
成
道
の

三
時
、
最
初
に
佛
に
館
依
じ
た
二
入
の
優
婆
塞
は
「
9
憂
＆
今

の
「
、
オ
リ
ッ
サ
」
地
方
黒
身
の
隊
商
の
長
で
あ
っ
た
と
も
云
ひ
、
叉

今
の
［
、
身
乞
こ
昔
の
〔
、
タ
藍
（
ど
地
方
の
除
繭
の
長
で
あ
っ
た

と
も
云
．
幽
が
、
「
バ
ル
ク
こ
は
者
か
ら
亡
羊
羅
馬
の
地
理
墨
者
の

バ
ク
ト
リ
ァ
の
首
都
で
、
「
バ
ク
ト
リ
ア
」
は
始
め
て
昇
火
縷
．
典
の

成
立
し
た
地
方
と
云
ふ
こ
と
に
な
っ
て
居
る
。
而
し
て
、
「
バ
ル

ク
こ
は
、
昔
か
ら
小
王
舎
城
と
云
ふ
名
を
以
て
呼
ば
れ
て
み
る

の
は
注
意
す
可
き
こ
と
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
こ
の
二
五
教
の
起
源
地
に
つ
い
て
、
私
の
今
日
抱
い

て
房
る
意
見
を
云
へ
ば
↓
「
イ
ラ
！
ン
」
西
北
方
の
｛
、
ア
ゼ
ル
バ
イ

（£．06）



ジ
ャ
ン
L
（
〉
銅
管
盲
撃
）
で
あ
っ
た
と
思
ふ
。
成
る
程
、
拝
火
教

が
「
イ
ラ
ー
ン
」
高
原
の
民
族
の
問
に
流
布
し
、
繧
典
も
編
纂
せ
ら

れ
、
確
固
た
る
敏
團
が
成
立
し
た
所
は
、
「
イ
ラ
ー
ン
」
の
東
北
部

で
、
「
バ
ク
ト
リ
ア
」
地
方
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
」
の

中
に
現
は
れ
て
居
る
地
名
の
地
位
か
ら
考
へ
て
首
肯
出
來
る
が
、

其
の
宗
教
の
嚢
生
地
は
、
此
．
等
の
地
方
で
は
な
く
、
反
っ
て
北
西

部
、
古
代
メ
ヂ
や
帝
國
の
北
部
で
あ
っ
て
、
希
臓
羅
馬
の
地
理
學

者
が
、
「
ア
ト
ロ
パ
テ
ー
ス
」
州
と
云
っ
た
地
方
で
、
今
日
で
は
此

の
地
方
を
「
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
」
と
云
っ
て
み
る
地
方
で
あ
る
。

同
地
は
、
舞
振
教
の
起
工
地
と
し
て
は
、
非
常
に
相
了
し
た
地

方
で
、
山
嶽
重
現
し
、
湖
水
も
黙
在
し
、
中
に
も
ウ
ル
ミ
ァ
湖

（
最
近
レ
ヅ
イ
エ
湖
と
改
腐
す
。
レ
ザ
は
現
波
斯
皇
帝
の
御
名
で

あ
る
。
）
は
著
名
で
、
雨
量
も
相
當
に
あ
り
、
從
っ
て
地
味
豊
饒

で
、
噴
火
山
も
随
所
に
あ
り
、
金
銀
潜
門
の
産
出
も
昔
よ
り
絶
え

た
こ
と
な
く
、
今
日
で
は
「
イ
ラ
ー
ン
」
帝
國
の
一
部
で
は
あ
る

が
、
掲
立
國
と
し
て
顕
然
立
っ
て
行
く
こ
と
の
出
來
る
地
方
で
あ

る
。
上
古
に
於
い
て
、
波
斯
は
常
に
羅
馬
遠
慮
と
こ
の
地
を
雫
っ

て
維
え
な
か
つ
九
こ
と
は
、
歴
史
の
示
す
所
で
入
の
知
る
所
で
あ

　
　
　
　
　
波
斯
「
エ
ズ
ド
」
に
於
け
る
葬
火
教
の
現
況

る
。
私
は
鐸
火
教
の
五
霞
を
由
嶽
崇
拝
に
尽
せ
ん
と
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
「
イ
ラ
～
ン
」
、
高
原
の
中
、
此
の
地
方
が
、
．
一
番
か
・
る

宗
教
の
千
生
に
適
し
た
も
の
と
考
へ
る
次
第
で
あ
る
。
「
ア
ゼ
ル

バ
イ
ジ
ャ
ン
」
と
云
ふ
名
構
は
、
歴
田
大
帝
の
波
斯
征
服
の
時
、

當
時
の
此
の
地
方
．
の
方
書
「
サ
ト
ラ
ッ
プ
」
で
あ
．
つ
た
「
ア
ト
ロ
パ

テ
ー
，
ス
」
（
〉
ぎ
膨
窮
）
の
名
か
ら
出
來
弛
と
云
ふ
け
れ
ど
も
、

第
一
、
響
胴
か
ム
る
人
名
が
果
し
て
此
の
地
方
に
居
っ
た
か
否
か

は
確
讃
が
な
く
、
第
二
に
は
、
中
世
波
斯
語
郎
ち
…
、
パ
フ
ラ
ギ
L
語

（
娼
p
ひ
乞
9
」
！
晶
）
で
此
の
地
方
を
〔
、
〉
露
二
）
鐸
芽
習
」
涛
二
云
ふ
黙
か
ら
推

し
て
、
㎝
、
ア
ト
ロ
パ
テ
ー
ス
し
の
名
と
は
非
常
に
相
違
し
て
居
り
、

第
三
に
は
、
こ
の
「
パ
フ
ラ
ヰ
」
語
の
意
味
が
、
此
の
地
方
の
自
然

の
光
景
を
傳
へ
て
居
る
や
う
に
思
・
諦
。

　
断
ち
、
地
名
の
壷
飾
黙
劇
こ
は
「
ア
ヴ
ェ
ス
タ
」
語
の
「
倒
3
娠
」
、

梵
語
の
「
p
憂
鶏
」
、
現
代
波
斯
語
の
一
、
馨
①
踏
で
あ
っ
て
、
何
れ
も

「
火
」
と
云
ふ
言
葉
で
あ
り
、
後
節
の
言
緊
鋳
冒
」
は
夏
に
「
醤
仲
鋤
」

と
「
厨
丘
と
よ
り
成
り
、
［
、
パ
ー
タ
」
は
「
護
ら
れ
た
る
」
の
義
で
、
語
、

根
「
鴇
」
（
護
る
）
の
過
去
受
動
分
詞
で
、
［
，
功
ー
ン
L
墜
、
土
」
の
義
で

あ
る
か
ら
、
「
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
」
と
は
「
火
に
よ
り
て
護
ら
れ

　
　
　
　
　
僧
琳
二
十
一
雀
　
　
第
壕
一
號
　
　
　
山
回
五
三
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波
斯
「
エ
ズ
ド
し
に
於
け
る
拝
火
敏
の
現
泥

回
る
國
土
」
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。
「
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
し
の
北

部
は
宰
領
に
な
っ
て
居
り
、
石
油
の
産
地
で
有
名
で
あ
り
、
「
バ

ク
…
」
は
そ
の
申
心
地
で
あ
る
。
汲
斯
領
の
部
分
に
も
石
油
を
埋

漉
し
て
居
る
こ
と
は
事
實
で
、
そ
の
「
ガ
ン
ザ
ヵ
」
（
○
鋤
旨
鋤
ζ
）

地
方
に
は
豊
島
王
朝
時
代
に
一
大
殿
堂
が
あ
っ
て
、
紳
火
を
祀
っ

て
屡
た
。
叉
、
「
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
」
で
は
な
い
が
、
や
は
り
波

斯
國
内
で
、
西
南
部
州
の
「
フ
ジ
ス
タ
ン
」
（
霞
三
葺
聲
）
に
も
一

大
油
田
が
あ
り
、
そ
の
地
の
今
日
で
云
ふ
「
三
Φ
の
萱
牽
臓
三
。
営
卍
影
」

に
は
薩
珊
王
朝
時
代
に
藁
火
教
の
大
殿
堂
が
あ
っ
た
。

　
西
暦
紀
元
第
七
世
紀
の
中
葉
か
ら
、
薩
珊
王
朝
の
末
葉
、
波
斯

は
大
食
の
愁
食
す
る
所
と
な
り
、
漸
次
、
昇
火
教
の
勢
力
を
失
墜

し
た
が
、
第
八
世
紀
頃
迄
は
「
イ
ス
パ
ハ
ン
」
の
西
方
、
十
五
粁
の

地
に
あ
る
「
ア
ー
テ
シ
ュ
・
ク
フ
」
（
≧
o
猟
憂
三
飼
）
（
火
の
山
）
、
に
は
拝

火
教
徒
が
盛
に
房
住
し
て
、
藪
に
一
、
大
殿
堂
が
あ
っ
た
。
…
、
イ
ス

ラ
ム
」
敏
徒
は
、
そ
の
邊
を
「
ガ
ブ
ル
ア
ー
バ
ー
ド
」
（
σ
q
筈
同
凸
哀
＆

（
異
敏
徒
の
町
）
と
呼
ん
で
贋
た
。
印
度
の
拝
火
教
徒
は
、
當
時

「
イ
ス
ラ
ム
」
教
徒
の
虐
め
に
邉
は
れ
、
一
暁
波
斯
の
東
部
「
ホ
ラ

ー
サ
ー
ン
」
の
地
方
に
赴
き
、
夏
に
南
下
し
て
、
今
日
の
「
パ
ン
デ

　
　
　
　
　
第
二
十
・
一
億
　
策
三
號
　
　
　
山
ハ
五
四

ル
・
ア
バ
ス
」
附
近
か
ら
「
ホ
ル
ム
ズ
」
の
海
峡
を
渡
っ
て
、
　
幅
時
、

亜
聖
比
亜
の
「
オ
マ
ー
ン
」
附
近
の
島
演
に
審
寓
し
、
夏
に
印
度

に
向
ひ
、
孟
買
の
北
方
九
＋
英
里
の
所
に
あ
る
｝
、
サ
ン
ジ
ャ
ン
」

（oQ

v
`
戸
）
に
上
陸
し
、
そ
れ
か
ら
始
め
て
、
舞
火
敏
の
殿
堂
を
孟

買
の
北
方
二
十
英
里
の
「
ウ
ド
ワ
ダ
」
（
¢
島
≦
N
黛
」
島
9
）
の
地
に
造
築

し
た
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
　
　
、

　
私
は
「
エ
ズ
ド
」
の
地
に
滞
在
し
た
日
撒
は
僅
か
二
日
に
過
ぎ
な

か
っ
た
が
、
世
界
最
古
の
宗
教
で
、
，
基
督
数
や
、
恐
ら
く
佛
教
よ

り
も
蕾
き
起
源
を
膚
す
る
拝
火
敏
が
、
蓄
な
が
ら
の
風
俗
習
慣
を

異
教
徒
の
間
に
於
い
て
恪
守
し
て
居
る
こ
と
を
眼
前
に
見
て
、
實

に
喜
び
に
堪
へ
な
か
つ
九
。
叉
、
介
日
の
波
斯
政
府
が
「
イ
ス
ラ

ム
」
教
國
の
政
府
で
あ
り
な
が
ら
、
政
敏
の
分
離
を
図
的
と
し
て

努
力
し
、
古
代
「
イ
ラ
ー
ン
」
民
族
の
文
化
を
保
存
す
る
上
か
ら
、

勉
め
て
「
セ
ミ
チ
ッ
ク
」
民
族
の
文
化
と
絶
豫
せ
ん
と
し
つ
蕊
あ
る

の
を
見
て
、
一
は
恐
れ
、
一
は
喜
ぶ
次
箪
で
あ
る
。
か
・
る
事
業

は
、
　
一
朝
一
夕
に
出
來
る
こ
と
で
は
な
く
、
叉
、
如
何
に
統
治
者

が
、
法
律
命
令
を
、
雨
の
如
く
に
下
し
た
か
ら
と
云
っ
て
、
其

の
目
的
を
達
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
と
に
か
く
、
現
王
朝
は
三

（　L？　es　）
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月
二
十
一
日
、
郎
ち
、
春
分

の
日
を
乳
首
と
す
る
暦
を
探

用
し
て
居
る
が
、
是
は
師
ち
、

舞
火
教
徒
の
暦
で
あ
る
。
「
フ

ェ
ル
ド
ウ
シ
イ
」
の
「
シ
ャ
フ

ナ
ー
メ
」
の
言
語
を
標
準
語

と
せ
ん
と
し
て
居
る
。
是
等

は
畢
出
遣
、
「
イ
ラ
ー
ン
」
國
φ
ぜ

薩
珊
王
朝
の
波
斯
に
還
元
せ

ん
と
す
る
國
二
級
動
と
見
る

こ
と
が
幽
來
や
う
と
思
ふ
。

（　2・　09　）
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